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地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第４項及び同条第７項の規定に基づき、

定期監査及び財政援助団体等監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果

を別紙のとおり公表する。
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定期監査結果報告

第１ 監査の種類 定期監査（地方自治法第 199 条第４項に基づく財務監査）

第２ 監査の対象

総務部 防災危機管理課

市民生活部 市民協働課、生活環境課

福祉部 保険年金課、三和南保育園、鬼崎北保育園

経済部 経済振興課

ボートレース事業局

教育委員会 生涯学習スポーツ課、学校給食共同調理場

西浦南小学校、小鈴谷小学校

第３ 監査の着眼点

常滑市監査基準に従って、各所属において、財務に関する事務の執行及び経

営に係る事業の管理が関係法令等に適合し、適正かつ効率的に執行されている

かどうかを主眼とする。

第４ 監査の実施内容

１ 監査の期日 令和４年 11 月４日から令和４年 12 月 16 日まで

２ 監査の範囲 令和４年４月１日から令和４年９月 30 日まで

３ 監査項目 財務に関する事務の執行、その他監査委員が必要と認める事項

４ 監査の方法 提出された資料及び関係書類等を検査するとともに、関係職員

からの説明を聴取し、監査を実施した。

第５ 監査の結果

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ効率

的に執行されているものと認められた。



財政援助団体等監査結果報告

第 1 監査の種類

財政援助団体等監査（公の施設の管理受託者）

第 2 監査の対象

①指定管理者 コニックス株式会社・株式会社スポーツマックス共同体

対象施設 常滑市温水プール

②指定管理者 小鈴谷地区活性化推進協議会

対象施設 常滑市小脇公園

第 3 監査の着眼点

常滑市監査基準に従って、市が公の施設の管理を行わせている団体について、

協定書に基づく履行が適切に行われ、施設の管理に係る会計経理は適正になさ

れているかという観点を主眼とする。

第 4 監査の実施内容

１ 監査の期日 ①令和４年 11 月４日

②令和４年 11 月 10 日

２ 監査の範囲 令和４年４月１日から令和４年９月 30 日

３ 監査項目 公の施設の管理に係る出納その他の事務の執行

４ 監査の方法 書面審査及び現地調査を行い、所管職員等からの説明を聴取し、

監査を実施した。

第 5 監査の結果

各団体とも指定管理に係る出納その他の事務の執行について適正に処理され

ている。


